
議案第５号 

みやき町浄化槽整備推進事業に関する条例の一部を改正する条例について 

みやき町浄化槽整備推進事業に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める

ものとする。 

平成２９年 ２月２８日提出 

みやき町長 末 安 伸 之 

提案理由 

 この議案は、国の循環型社会形成推進交付金交付取扱要領の改正に伴い、みやき町浄

化槽整備推進事業に関する条例の一部を改正する必要が生じたため、議会の議決を求め

るものである。 



みやき町浄化槽整備推進事業に関する条例の一部を改正する条例 

みやき町浄化槽整備推進事業に関する条例（平成27年みやき町条例第21号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第１項第１号中「100人槽」を「200人槽」に改める。 

別表第１中「100人槽」を「200人槽」に改める。 

別表第２（イ）業務用使用料（月額）を次のように改める。 

① 業務使用料は、甲表左欄の用途別に同表右欄の算定式により算出した数を乙表左

欄の人数とし、同表右欄の当該人数について定められた使用料の額とする。ただし、

甲表右欄算定式により算定した数が、類似施設と比し明らかに実態と相違すると判

断される場合は、その限りではない。 

② 甲表左欄に掲げる用途別以外については、「建物の用途別による屎尿浄化槽の処理

対象人員算定基準」によるものとする。 

別表第２乙表中「５１人～１００人」の次行に次のように加える。 

101人～200人 17,000 

附 則 

この条例は、平成29年４月１日から施行する。 



みやき町浄化槽整備推進事業に関する条例の一部を改正する条例に係る新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(１) 浄化槽 し尿と併せて雑排水を処理するもののうち、し

尿及び雑排水（以下「汚水」という。）を各戸ごと（共同住

宅にあっては、各共同住宅ごと。以下同じ。）に処理するも

のであって、町が設置（個人が設置した浄化槽で、町に寄附

申出を行い、町が承認したものを含む。）する200人槽までの

ものをいう。 

(１) 浄化槽 し尿と併せて雑排水を処理するもののうち、し

尿及び雑排水（以下「汚水」という。）を各戸ごと（共同住

宅にあっては、各共同住宅ごと。以下同じ。）に処理するも

のであって、町が設置（個人が設置した浄化槽で、町に寄附

申出を行い、町が承認したものを含む。）する100人槽までの

ものをいう。 

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略）

２ （略） ２ （略） 

別表第１（第７条関係） 

人槽区分 分担金（円） 

（略） 

51人～200人槽 町長が別に定める金額 

別表第１（第７条関係） 

人槽区分 分担金（円） 

（略） 

51人～100人槽 町長が別に定める金額 

別表第２（第11条関係） 別表第２（第11条関係） 

（ア） 一般家庭使用料（月額） （ア） 一般家庭使用料（月額）

一般家庭使用料は、世帯割と世帯員数割の合算額とする。 一般家庭使用料は、世帯割と世帯員数割の合算額とする。 

（略） （略） 
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（イ） 業務用使用料（月額） （イ） 業務用使用料（月額）

① 業務使用料は、甲表左欄の用途別に同表右欄の算定式に

より算出した数を乙表左欄の人数とし、同表右欄の当該人

数について定められた使用料の額とする。ただし、甲表右

欄算定式により算定した数が、類似施設と比し明らかに実

態と相違すると判断される場合は、その限りではない。 

業務用使用料は、甲表左欄の用途別に同表右欄の算定式によ

り算出した数を乙表左欄の人数とし、同表右欄の当該人数

について定められた使用料の額とする。＿ただし、甲表に

掲げる用途以外については、「建物の用途別による屎尿浄

化槽の処理対象人員算定基準」によるものとする。＿＿ 

② 甲表左欄に掲げる用途別以外については、「建物の用途別

による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」によるものとする。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

甲表 甲表

（略） （略） 

乙表 乙表

人数 使用料（円） 

（略） 

51人～100人 9,000 

101人～200人 17,000 

人数 使用料（円） 

（略） 

51人～100人 9,000 

（ウ） 一般家庭と業務用の併設の場合は、それぞれに算定し

た使用料を合算する。 

（ウ） 一般家庭と業務用の併設の場合は、それぞれに算定し

た使用料を合算する。 

（エ） 地区公民館使用料（月額） （エ） 地区公民館使用料（月額）

（略） （略） 
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